
１．はじめに

研究の背景

中国では、 年の共産党第 期 中全会で「経済

建設を中心とする」政策（経済成長至上主義）が国の主

な発展戦略とされたことに伴い、地方政府主導の無計画

な乱開発の横行が深刻化してきた。この反省から、地方

政府の強い開発意欲を抑制し、地域の特性に応じた開発

の在り方を定めるために、 年 月に国務院により

公表された「全国主体機能区計画」注 国土開発戦略

を基に、各地域 省、直轄市 版の「主体機能区計画」の

早期策定が求められるようになった 。

こうした背景の下、 年 月に公表された「遼寧省

主体機能区計画」注２ により、瀋陽市の市区注３ が遼寧省

の「最適化開発区」 国土開発密度が既に高く、資源・環

境の負担能力が弱まり始めた地域 に位置し、その発展戦

略は、①「戦略性新型産業」注４ 、「現代農業」 近代農業

などの産業の発展を促し、②都市部の自然環境の修復・

再生事業を行い、③引き続き遼寧省の中央部に位置する

都市群（瀋陽市を含む 都市）の経済社会発展の牽引車

となること、としている。この発展戦略を基に、「瀋陽市

計画設計研究院」注５ により策定され、本研究の対象地で

ある瀋陽市瀋北新区注６（瀋陽市の 市轄区の中の一つで、

街道から構成される。図 参照）の「新型城鎮化」注

７ 発展戦略 合理的な国土開発によって、都市と農村の一

体的発展を図る戦略 が同時に発表された。その主な内容

は下記の通りである２ 。

①瀋北新区の全域が「蒲河生態経済帯」（河川沿岸の環

境修復・再生事業を行い、自然環境と調和のとれた市街

地環境を図る地域）、「都市建設区」（都市化・工業化を図

る区域）、「都市農業区」（農業の産業化を図る区域）、

「生態景観区」（観光農業・旅行業の発展を図る区域）の、

いわゆる「一帯、三区」に区分されている（図 ア）。

②上記の「一帯、三区」の空間構成計画を基に、「中心

城区 新市鎮 特色農村社区」の 段階の「城鎮体系」 一

定地域における生産力の合理的な配置と都市・鎮注８）・「農

村社区」注９）の機能別分業を根拠として計画された「城
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鎮」 を構 する。 体的には、「都市建設区」

では、 つの「中心城区」 都市的地域 が設けられ、

産業、現代 ー 業などの発展を す。「都市農業

区」内の つの街道（ 街道、 街道）で

は、「新市鎮」注 ） 新たな発展を す都市農村 在地

域 が設けられ、農業工業、農業・観光業などの「都市農

業」の発展を る産業の発展を す 図 。また、

既 の の「農村社区」の内、「都市農業区」と「生態

景観区」に位置し、特色ある い農業資源・生態景観資

源・文化資源・居 環境 を つ の「農村社区」の

「居民点」 居 域 注 ）を する注 ） 「居民点」

の用地を「都市建設用地」化 は農地化しないこと よう

に 定し、 の農村地域の に する「特色農村

社区」注 ）として地域 くりを行うこと（「農村社区」に

おける特色ある地域 くり）が された 図 、 。

瀋北新区の農村 研究の け

上 した瀋北新区の「新型城鎮化」発展戦略の内、「都

市農業区」と「生態景観区」に し、農村計画の現代

的な課 を 理すると、 下の主 課 が できる。

「新市鎮」の建設における都市的土地利用と農村的

土地利用の調和 、農地の農 用に伴って生じる「

地農民」 農地の「経 」を 的に う ３）。

「都市農業」・「現代農業」の生産拠点としての農業

経 の と土地の ・利用・経 での調 課

に農地の ・ 化に伴って生じる「 地農民」

農地の「経 」を一定期間 う 注 ）。

農村部から都市部 の大 な 農 口 が

む中で、 と 定された の「農村社区」の「居

民点」の の課 、 に される 帯の「 心居 」

心して居 し続けること の課 。

ここで特 す き点は、瀋北新区では農地の ・

化と農業の大 経 を するために、 年に

「土地 ー ー」農地 化の促 を担う

行政機 が設けられた。 年現在、全ての農地の内、

農 から の 農 に し された農地の 合が

に至った注 ）。その 、農地の「経 」を の

農 に し して、長年にわたり から れ、農業

の 事に 事する農村 口が 続けており、

村といった 帯 位の 口 化しつつある。

「居民点」が と 定された の「農村社

区」において、農業資源・生態景観資源・文化資源など

を かす、特色ある地域 くりの 現課 。

既 の の「農村社区」の「居民点」の内、「一

定期間 」 、「近いう に り し」

と 定された「居民点」の土地利用再 （一部は再

済 ） に「居民点」が り された「農村社区」

における 民の生 農業生産の再構 。

そこで本 は、課 ③に し、農村部から都市部

の大 な 農 口 が む中で、 と 定

された の「居民点」の の 能性を する。ここ

では、宅地の利用 ・管理 の構成に し、各利用 ・

管理 による宅地の利用・管理の 態を らかにし、そ

の背景にある各利用 ・管理 の宅地 宅 ・

が「居民点」の に たす を らかにする

ことを 的とする。

研究の

研究の方 は 下の通りである。

年 月 月 、 光村の「 年
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民居 」（戸 に基 き された

年度第 全国国 調 の ー 、 下、「 民

」）を し、村民 村民 会の構成 注 に対

する ア 調 から、 民 上で されている

帯（ 下、「 帯」）の居 を する。

年 月 月 、 光村の 宅地図

（ 年国土調 成）を し、村民 に対する

ア 調 から、「居民点」内に在 している「

帯」（ 下、「在 帯」）の 宅の位置を する。

年 月 月 、①「在 帯」、

②「 帯」（ 宅を は した 帯 、「都市

戸 」を つ「都市 帯」と「農村戸 」を つ「農

村 帯」に分かれる注 ））、③宅地を利用・管理して

いる 宅 の ・ （「 民 」上で され

ていない）、 宅地の中の を利用している 村 民

（ 宅 が 村しており、 村 民がその を利

用する）に対する ア 調 から、 宅地図上の全

ての宅地の利用・管理の を する。調 時に利用

・管理 が「社区」内にいない 合には、 宅の利用・

管理の は近 民 は村民 の ア 調

により する。

上記より、宅地の利用 ・管理 の構成と各利用

・管理 による宅地の利用・管理の 態を らかにし、

その背景にある各利用 ・管理 の宅地 宅 ・

が「居民点」の 宅地の 、 力

に たす を らかにする。

、本 では、宅地の利用・管理は① 宅と の

方の利用・管理と、② の の利用・管理、２つの

合がある。それを区別するために、① 宅と の 方

を利用・管理する 合は「宅地の利用・管理」と記 し、

② の を利用・管理する 合は「 の利用・管理」

と記 する。本 で り う「利用」は、「 宅 が

在 すること は が自分の ー に応じて利用

すること」とする。「管理」は「宅地の を するた

めに、 宅 の を けた が管理すること」と

する。一方、中国では、農村部の宅地は「 」に

し、その ・ は められないが、農村部の 宅

を ・ すると、宅地の「利用 」を ら ること

ができる。

体的な研究対象は、「都市農業区」に位置し、 民の

と どは 民 で、 自の民 文化、 、 を

っていることと、「社会主義新農村建設」事業 生 環

境の 合 が行なわれ４）、 い生 環境を っている

こと により、 に 定された 街道 光村の

「居民点」である（都市の一部になった 、 年より、

光村は 光社区と われる）。

研究 研究の け

中国において、都市近郊の「農村社区」は、都市的土

地利用の 張による を けており、その「居民点」

の土地利用 の 下 一戸につき 区画の宅地を

すること、 口 による 土地が いこと、ある

地域の宅地の が す ることなど がよく され

ている。その再開発 は再開 による都市建設用地と

地の に する研究の が い（張 、 民大学

教授、土地利用計画分 、 ）５）。一方、経済・社

会の発展に伴う農村 宅の 構成、建 、

宅設 などの 。 、 大学 教授、建 学分

、 ） ６）、農 の観光化と民 旅行の展開（ 景

、 中科 大学 教授、旅行開発と管理分 、 ）

７）に する研究 られる。

しかし、農村 民の大 農 村という背景の下、宅

地の利用・管理の 態と の「居民点」の の在り

方を する学 研究は 分とは い い。そこで、本

研究は、「 帯」の居 と「農村社区」の 部の

民による農村部の既 宅地の を し、 の「農

村社区」の「居民点」の を る上で、意義を つ

と る。

．曙光村の

年代、瀋北新区では 開発事業を する に、

の の村を開発した。 光村は、その中の一

つで、 街道の 北部に位置する。 光村の全域は、

「居民点」、農業生産域 、 と の 部に

位置する 産 業により構成されている 図 。

光村は計画村である 、村の空間構成が に

で、 に る道 を で 長方 の宅地が に

でいる。「居民点」は北部から 部 、 段階で開発

された。第 段階では、 年に瀋陽市 区から

戸が した。 時、計画上の「居民点」が かった 、

開発された宅地は一 的な村の宅地より い（間口が

、 行が ）。第 段階では、 年に 北部の各

地から 戸が した。 時に された宅地は なかっ

た 、宅地は 年に開発された宅地より い（間口は

、 行きは ）。第 段階では、 年に

北部の各地から 戸が した。 時開発された宅地

は 光村の中で最 い宅地である（間口は 、

行きは ）。また、 年代の中国では、農村
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民の 宅建設について、設計図は と どなく、近 の

宅の をし、建設経 のある村民の 力により、自

力建設していた。それため、同じ地域の 宅それ れの

構 ・間 り・建 は ている。図 は 光村の 宅の

代表 を す のである。全ての宅地には、大きな自

が いている。

．宅地の利用 ・管理 の の

ここでは、調 ① ③により、宅地の利用 ・管理

の構成とその特 を する。

宅地の利用 ・管理 の

表 に すように、 年 月現在、 区画の宅地

の内、「在 帯」が利用・管理しているのは

下になった。その内、「在 帯」が① 利用 在

しているのは 区画、① 宅地管理を行っているの

は 区画、① 管理 などを

し、 りをする を行っているのは 区画、合計

区画であった。「 帯」の 農 村とそれによる宅地

管理の ー が高まってくることが分かった。

その一方で、 光村の 部の 民の宅地 高まっ

てきて、 全ての 村「 帯」の宅地が利用・管

理されていること 調 により分かった。その内、②

「社区」の農村 民 「農村戸 」を つ 民 による宅

地の利用・管理について、「農村 帯」が② 「

と宅地利用」を行っているのは 区画、② 「 と宅

地利用」を行っているのは 区画、 村 民が② 「

と 利用」行っているのは 区画、合計 区画で

あった。③「都市 帯」が③ 「 と宅地利用」

を行っているのは 区画、③ 「 と宅地利用」を行

っているのは 区画、合計 区画であった。また、

・ による「宅地の利用・管理」を行っているのは

区画、 利用・管理されていないのは 区画であった。

このように、宅地の利用 ・管理 が 化しているこ

とが分かった。

宅地の利用 ・管理 の宅地の

図 は表 の① の各利用 ・管理 により利用・

管理されている宅地の分 を す のである。 の「在

帯」の内、 帯が 区画の 村「

帯」の宅地を管理している 図 ア 。 ア 調 に

より、下記のことが分かった。 くの 村「 帯」

が 村する に、宅地の管理を「在 帯」 、

近 は村民 に する。一 的に、宅地 のあ

る に 宅を ・ すること 、これらの され

た によって行う。

宅地の利用・管理

利用 ・管理 利用・管理の 態 区画

① 「在 帯」

① 宅地利用（自宅）

① 宅地管理

① 管理

合計

②

「社
区」の
農村
民

「農村
帯」

② と宅地利用

② と宅地利用

村 民 ② と 利用

合計

③ 「都市 帯」
（ 拠点居 ）

③ と宅地利用

③ と宅地利用

合計

・ 宅地の利用・管理

合計

注： 村 民は、 光村に する 村、光 村、
村の 民 農村戸 を つ である。 ー の
・ は 光村の 民 上で されていない

である。 ー は宅地の利用 ・管理 がいない。
・ は、 宅の ・ である。

 
曙光村の の

 
曙光村の 宅の
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現在、「在 帯」が「農村 帯」、「都市

帯」、 村「 帯」の ・ と する 態と

なっている。 ア 調 から分かったこととして、

「在 帯」は「社区」の 部の 民による 村「

帯」の宅地の利用・管理に対して、 定的な態度を

っている。その理 は、 村「 帯」の宅地の

が ると同時に、 口 と高 化が む中で、

「社区」の 力を り すことに つからである。

このように、宅地の利用 ・管理 の 化の とそ

れによって生じる新たな地域 は、

の「居民点」の 力 に大きく わってくると

られる。

． 利用 ・管理 の宅地 宅地の利用 管理

の 宅地の利用・管理

「 帯」の在

調 ①により、 年の 民 上で された

帯、 の内、 帯、 が在 している（表 ）。

「在 帯」の どは 代 代で、主な 帯

型は 居 は の である（表 ）。また、 村「

帯」の内、 帯が「居民点」内の 宅を し、「社

区」と 無 な になった。 ア 調 によ

り、下記のことが分かった。 光村では、 年の中

国 化 、 を求めて 国 の ー が

始まった。現在、 の と どは 国 は瀋

陽市内で いており、年 は 年に 、「社区」に

る（ 省、 ）。農業 事 の 口 と高

化によって、 年に、「村民 会」の主導の下で、

全ての農地が され、 街道 村の農 に し

された。また、 の内、「 ー 」する

が めて なく、瀋陽市の都市部で新たな 宅を し、
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「 ー 」する が いことが である（都市的で

利な生 を るため）。

「在 帯」による宅地の利用・管理の 態

表 は 帯 型別 表 参照 の「在 帯」によ

る宅地の利用・管理の事 を す のである。 帯①（

居）と 帯②（ の ）では、す ての ど が 国

は瀋陽市内に在 し、「居民点」内には 帯の宅地が

ない。在 している 帯は 村した ど との を

しながら、自宅で の生 を る。 ア 調

により、 帯②の 帯が自 の で った か

ら キ を って、 ど のとこ に っていき、

ど が なれたキ を られるように 力する

ことが し であることが分かった。現在、「在

帯」の内、このような が最 い。 帯③（

同居）では、 と が同居している。「居民点」内に

は長 の宅地が 在し、現在長 が 国に に行っ

たため、 が定期的に長 の 宅の を点 し、その

で などを る。 帯 では、

と長 の が在 しており、 と長 が 国に

に行っており、長 が 省に在 している。「居

民点」内に 帯の宅地はないが、 に行った近

の 区画 を管理している。 帯 では、 と

と長 の が在 しており、長 と が 国に

にいった。 が長 の宅地管理と近 の 管

理 区画 を行っている。

このように、「在 帯」において、高 帯（

居 は 同居）が 村した ど ・ との を

しながら、自宅で の生 を る 合が いことが

らかになった。また、「在 民」が 村「

帯」の宅地管理・ 管理を行うこと らかになった。

しかし一方、農村 宅の と どは農民が自力で設計・

建設した ので、高 の の生 に配 した のは

ない。高 が 心して れた「社区」内で居

の に る 
宅地の利用・管理

型 構成 宅地の利用・管理

① 居 ① 自宅利用

②
の

① 自宅利用

③

① 自宅利用

① 長 の宅地

管理 区画

① 自宅利用

① 近 の

管理 区画

① 自宅利用

① 長 の宅地

管理 区画

① 近 の

管理 区画

注： ） 民 と 民に対する ア 調 によ
る 成。 帯 型、表 参 、 ） は 帯主の 代を
す。 ） 性、 性、 くなった 、 在 、

（）内は在 の年 、 内は 上で された 。

の

（ ） 帯 たりの （ ）年 構
帯 た

りの
帯 年

代
代
代
代

合計 代
（ ） 帯 型 代

帯 型 帯 代
居 代
の 代

合計

合計

注： ） の下に が いている は、 によ
って「 民」の になったが、 民 上では
されていなかった。

の

民 （戸 ）上
の 帯 型

民 在

帯 帯
（ 帯）
（ 帯）
（ 帯）
（ 帯）
（ 帯）
（ 帯）

合計

注： ）「 民」は 民 で された 民で、在
は 年 月現在、「居民点」内に在 している

「 民」である。 ） は 帯主の 代で、 、 、
、 は 帯主との を す。 ） の下に が
いている は、 によって「 民」の に

なったが、 民 上では されていなかった。
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続することを る上で、 環境の が である

ことが られる。

区 の農村 民の宅地 宅地の利用

ここでは、 「社区」の農村 民の宅地 とそれに

よる宅地利用の 態を する。

「農村 帯」の宅地 と宅地の利用

表 は「農村 帯」による宅地利用の全 事 の

を す のである。「農村 帯」の は、①

「社区」 街道内（ 帯）、② 街道 瀋北新区

内（ 帯）、③瀋陽市 遼寧省内（ 帯）、 遼寧省

北部内（ 帯）、 に分かれ、 は瀋北新区

内の「農村社区」が いことがわかった。

「農村 帯」による宅地利用の理 について、

帯では、 の「社区」が し（都市開発の 、

行政主導）、都市部で新たな 合 宅を することがで

きるが、 宅の建設・工事を つ （ 帯）、都市部の

生 が高い （ 帯）、 居 が きであるた

め（ 帯）、 光村の宅地を一時的 は長期的に利用す

るようになった。 帯では、 （ 、 宅が

ない）、分 （分 、宅地がない は 宅の自力建設が

しい）、 は 環境 （ の「社区」の 通

が い）などの で、 光村の宅地を利用

するようになった。その内、 （② 、 街道

村の 民）は 年より、 光村の公共空間（主

道 沿いの 空間、 など）の 的な を担 す

るようになった。 さ （② 、② 、 街

道光 村の 民）は 光村の「 主 」（「社区」の

的な事務 民間の の調 を担う）と「村 」

（村の ）を担い、 区画の 宅を した 光村で

は、 口 によって、「 主 」の担い がない 。

「農村 帯」において、 の「社区」の

、 、分 、 環境 などの で、一時的 は

長期的な宅地 が生じて、 光村の宅地を利用するよ

うになったことが分かった。また、 村「 帯」の

宅地利用を通じて、「農村 帯」の宅地 が たさ

れると同時に、「農村 帯」が 光村の 的な

・管理の中に参 すること 能になり、「居民点」の

力 に すること らかになった。

村 民による 利用

村 民が 村「 帯」の を りて、

を しているのが 区画である。その内、

区画の の は 街道 村の 民であ

る。その理 を 村の 民 の ア で、「 の

を る 」という を られた。 村では、

を っている 民がいる。 を りて、

を行って の を り、 の を図る 民がい

ることが分かった。その 、 村（ 区画）、光 村（

区画）の 民が を りて、自 用の 機 を る

事 られた。 村「 帯」の 利用を通じて、

村 民の が たされると同時に、 （土地

資源）の 利用 できていることが分かった。

都市 の 向 宅地の利用

中国において、都市 民が農村部の 宅を するこ

とはま 制度上で められていない注 ）が、近年、農村

農村 に る宅地利用 の

宅地
利用

農村
民

開始の
時期

宅地利用の理
利用
態

②

さ
年

、 宅が
なくなった

定
する

「社区」
街道
内

（ ）

さ
年

の「社区」が
され、

都市部で新たな
宅を らった

が、都市部の生
が高い

定
する

さ
年

居 環境 の 定
する

さ
年

の「社区」が
され、

新しい 宅を
っている

一時
利用

街
道
瀋北新
区内
（ ）さ

年

の「社区」が
され、

新しい 宅を
っている

一時
利用

さ
年

環境 、「社
区」 内に

がいる

定
する

遼寧省
北

部内

②

さ
年

「社区」内で
事する （事務）

間
利用

「社区」
街道
内

（ ）

さ
年

いつか利用する
利用

さ

の 宅がなく
なり、「社区」
の居 環境が

い
する

さ
年

の「社区」で
は宅地がない

空き
地

さ
年

の「社区」で
は宅地がない

空き
地

さ
年

の「社区」で
は 宅がない

空き

さ
年

の「社区」が
された

、 居 を
続したい

する

街
道
瀋北新
区内
（ ）

する

さ
年

環境 、
「社区」 内に

がいる
する

瀋陽市
遼寧
省内

注： 在 に対する ア 調 による 成、 ②

に する ア 調 ができなかった。
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部の宅地・ 宅の 用の在り方が 的に されてい

る（ 、中国国土資源経済研究院助理研究 、 ）

８）。表 は「都市 帯」（瀋陽市 民）による宅地利

用の全 事 の を す のである。

表 に すように、 年 、都市 民による宅地

利用が 発になってきた。「都市 帯」による宅地利

用の理 について、「 で らしたい」（ 区画）、「

機 を りたい」（ 区画）などが られた。その

内、 帯（③ 、③ ）は定年 、「居民点」内に

している。 帯（③ 、③ 、③ ）は

事が しい 、 くりを 街道内の 村、光

村の 民に た。「都市 帯」による宅地利用を通

じて、都市 民と農村 民との を促 することが

能であることが分かった。

一方、「農村 帯」による宅地利用と ると、「都

市 帯」は時 て、 くりの として宅地を

利用する が いため、 りを定期的にすることがで

き 、近 の に を ることがあること 分

かった。「都市 帯」に対する りに する を

行う があることが られる。

・ の宅地 宅地の利用・管理

村「 帯」は宅地管理を「社区」 部の ・

に たのは 区画である。その内、 ・ は

環境 「農村 民」 「 で らしたい」 「都

市 民」 などの で、宅地 があるのは 区画、

を るために、 があるのは 区画。宅地の

を するために、時 て、点 を行うのは 区画

の である。 村「 帯」の宅地管理の ー と

・ の宅地利用の ー が同時に 在し、 ・

が 的に宅地の利用・管理を行っているのが いこ

とがわかった。

． 居民点 の維持の 点 の考察

ここでは、宅地の利用・管理の 態を「居民点」の

の観点より する。

の 村 区 民の宅地

光村では、 年代より、 を求めて 国 の

ー が始まった。そして、 の内、「

ー 」する が めて なく、瀋陽市の都市部で新た

な 宅を し、「 ー 」する が いことが で

ある。このように、 村「 帯」による宅地管理の

ー が高まってくる。

その一方、① の「社区」の 、 、分 、

環境 などの で、一時的 は長期的な宅地

がある「農村 民」、② を行って の

を ること 自 用の 機 を るために、

がある 村 民、③「 で らしたい」・「 機 を

りたい」という理 で宅地 がある「都市 民」、

環境 機 りなどの理 で、宅地 ・

のある ・ 、 なくない。

年 月現在、全ての宅地の内、各利用 ・管理

が利用・管理している宅地の 合が、①「在

民」が 、② 「社区」の農村 民が （「農村

帯」 、 村 民 ）、③「都市 帯」が 、

・ が 、となっている。つまり、「在

帯」が 北部の各地からの「農村 帯」 村「

帯」の ・ 、 瀋陽市の都市部からの「都

市 帯」、と する 態となっている。 図

村「 帯」の宅地の利用・管理を通じて、①「社

都市 に る宅地利用 の

宅地

利用

都市

民

開始の

時間
利用の 態 宅地利用の理

③

さ 、 、 らし（定年）

さ する らし（定年）

さ 時 る らし

する らし

さ 時 る

機 り（ 街

道光 村の 民に

りを する）

さ 時 る 機 り

さ 時 る

機 り（ 街

道 村の 民に

りを する）

さ 時 る 機 り

さ 時 る 機 り

さ 時 る 機 り

時 る 機 り

時 る 機 り

さ する らし

さ する

時 る 機 り

時 る 機 り

時 る 機 り

③

さ 時 る

機 り（ 街

道光 村の 民に

りを する）

さ 、三 らし

さ 時 る らし

さ

注： 在 に対する ア 調 による 成、 ）一部の

利用 は「在 帯」との が なく、 つ調 時に

「社区」内にいない 、 が
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区」 民の宅地 ・ が たされると同時に、

②宅地・ の と 利用、③「農村 帯」

が 光村の 的な ・管理の中に参 すること、

都市 民と農村 民との を促 すること、 でき

てきて、「居民点」の 力 に大きく わってくると

る。

民 に る の 維持 の

が、 帯に 理 を いた時、「 光村の生

環境が いから」という が られた。その背景に

は、 光村の 民 による自発的な公共空間（主道

沿いの 空間、各宅地の ）の「環境 化 」（

を ること の 環境 上を す ）の 在が

ある。

光村では つの村民 がある。一つは村民 会

で、構成 は （ 記 、村民 ）。 う一つ

は 年会で、 年に 成され、 年に成 は

（ 在 ）である。 年 、 の

によって、農 の生 が され、「在

民」の 農 現れた。 時間が た 、「在

民」た は「社区」の公共環境を する意欲を強くし

た。そのため、 年より、村民 会の 記の主導で、

会の ーを中心として、 年 月に「環境 化

」が行われている。この による 環境の は

国の建設部に 注 され、農村地域の居 生 環境

の 地区として、 と（ 、 の に対する）資

を た。さらに、このことは、 の 民に

され、「社区」 部の 民の 機となっている。こ

のように、 民 による公共空間の環境 は、「社区」

部の 民による宅地の利用・管理を促 することが

らかになった。

． め

本 は、中国瀋陽市瀋北新区 光村を事 に、「

帯」の大 村という背景の下、宅地の利用 ・管理

の構成に し、各利用 ・管理 による宅地の利用・

管理の 態を らかにし、その背景にある各利用 ・管

理 の宅地 宅・ が「居民点」の 宅

地の 力 など に たす を分

した。本 で られた をまとめる。

光村では、「 帯」の 農 村が 発化して

おり、 年 月現在、「在 民」による利用・

管理している宅地は全体の 下 った。

村「 帯」による宅地管理の ー が高まっ

てくると同時に、①一時的 は長期的な宅地 がある

「農村 民」、② がある 村 民、③ と

宅地 がある「都市 民」、 宅地 ・ があ

る ・ 、 なくない。

村「 帯」の宅地の利用・管理を通じて、①

上記の「社区」 民の宅地 ・ が たされ

ると同時に、② 村「 帯」の宅地の と

利用ができてきて、③「社区」の 的な ・管理

地域 の「社区」 民の参 能に

なる。 村「 帯」の宅地の 用が、「居民点」

の 力 に大きく わってくると られる。

一方、 村「 帯」の宅地の 利用を促 す

るために、「在 帯」の 力による 村「 帯」

の宅地の管理 、公共空間の環境 ・ が で

ある。

、 村「 帯」の宅地の 利用を通じて、

「農村社区」の 的な ・管理 地域

の「社区」 民の参 を促し、「在 戸 帯」と「社

区」 民との 力により、「社区」の 力と特色を

・強化することが、 の「居民点」 の在り方

の一つになる う。

本研究の現地調 を めるにあたり、中国遼寧省瀋陽市瀋北新区

街道の の 、 街道 光村の居 の 、中国 北大学建

学院の 研究 に 力いた きました。本 の 本 の点 ・修

において、神戸大学山崎・山口研究 の 川 さ 、 さ の

力をいた きました。ここに記して 意を表します。

注

注 ）「全国主体機能区計画」 年 月 、国務院、

注 「遼寧省主体機能区計画」 年 月 、遼寧省 民政府、
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注 瀋陽市 地 市 の行政区域は、市区（ 市轄区）、 、 市か

ら構成されている。

注 「国 戦略性新型産業発展計画」 国務院、 により、「戦略性

新型産業」は、①省 ・環境産業、② 代 産業、③ 産

業、 ド 産業、 新 ー産業、 新 産業、

新 ー車産業からなる。

注 「瀋陽市計画設計研究院」は、 年に設 され、「瀋陽市計画と

国土資源 」に する事業 位 国 資産により設 された社会

ー で、区域計画、都市 体計画、建 計画などを行い、

研究 行う である。

注 瀋北新区は瀋陽市の都市中心部（ 市轄区から構成される）を発展

大さ る に、 年に瀋陽市の北部に位置する新城 区（ 街道

鎮 から構成される）と「瀋陽 山農業高新 開発区」（

年成 、農業 開発 地区）の合 によって 成された。

注 ）「城鎮化」は、「都市化」のことである。中国の「城鎮化」は、農

村からの 口を大都市より 中 都市 農村地域の中心地区

城鎮 に さ ることを っている。「新型城鎮化」の特 は、都市

と農村の一体的発展を図り、戸 による 別をなくし、す ての国民

が かさを できる「共同 」社会を 現することにある。

注８ 鎮は、 の行政区画の 位で、省、自 区、直轄市の 民

政府の同意を て、設 することが る。

注 「農村社区」について、社会学では、農村部における一定地域に

む によって構成される社会生 共同体として り うが、本 で

は「農村部の基 的な地域 位」を す である。

注 「市鎮」は、既に 口・工業の 地となっている都市農村 在

地域で、農村部の政 、経済、文化発展を牽引する地域である。

注 ）「居民点」は、 口が まって する拠点を意 し、都市部の

居民点と農村部の居民点と分けられる。

注 都市的地域の 大が む中で、都市的土地利用の 大と農地の

を 現するために、一部の「農村居民点」の用地を「都市建設

用地化」 は農地化することが である。 は、「居民点」

の用地を「都市建設用地化」 は農地化しないことを す。

注 「特色農村社区」は瀋北新区の「新型城鎮化」発展戦略に する

計画 上の用 で、国全体の制度ではない。

注 中国では、農地は農村 、村、村民 の によ

り され、その土地は農戸の「 負経 」により 用されている。

近年、農地の ・ 化を める に、「 負経 」を「 負 」

と「経 」に分け、「経 」の「新型農業経 主体」 大 業

農 など の が制度的に し められるようになった。

注 中 民共和国農業部 ー ー 参 、

注 村民 会は、農村部の 民自 の基 で、 民によって

された主 と 主 およ 村民 で構成される。

注 年「戸口 」 全国 民代表大会 務 会 により、

中国特 の「農業戸 」 「農村戸 」と われ と「 農業戸 」

「城鎮戸 」、「都市戸 」と われ の 戸 制度が された。

注 年の「国務院 公 行 農村 体建設用地

和政策的通 」で、「都市 民は農村部の 宅地、農民の 宅 は

産 を することはいけない」ということが 記された。
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